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第２回北海道新型コロナウイルス感染症対策有識者会議議事録

日 時／令和２年８月６日（木）

１５：００～１７：００

場 所／京王プラザホテル札幌

【中野副知事】

それでは定刻となりましたので、ただいまから、北海道新型コロナウイルス感染症対策

有識者会議、この第2回目の会議を開催をさせていただきます。本日のご出席者でございま

すけれども、北海道教育大学大学院教育学研究科の水上丈実教授におかれましては、所用

のためご欠席となっております。なお本日は、札幌市にもご出席をいただいておりますの

でよろしくお願いをいたします。それでは早速議事に移らせていただきたいと思いますけ

れども、ここからの進行につきましては座長の石井教授にお願いをいたします。よろしく

お願いします。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

それでは、早速、議事を進めさせていただきたいと思います。まず議事の一つ目でござ

いますが、前回会議の振り返りについてということでございます。前回の会議におきまし

て、主な意見を踏まえまして、私の方から学校休業延長の過程で、想定された影響の把握

や対応についてということと、第３回目の議論に繋がる話ですけれども、第一波における

経済活動への影響や対応ということについても、どういった把握をされたかというような

ことと、検査体制の整備に関して、第1波当時の課題というふうなことについて、もう少し、

踏み込んだ整理をして欲しいということでお願いをして、ございまして、改めて資料とし

て用意いただいております。合わせまして、議事に、第2波の対応につきましても、一括し

て、事務局より説明をお願いしたいと思います。資料のボリュームもございますが、前回

配付させていただいていることから、できるだけ、意見交換の時間を確保するというよう

なことで、説明はポイントを絞って、お願いするというようなことにさせていただいてお

りますので、ご理解をいただければと思います。早速、資料につきまして、ご説明をお願

いしたいと思います。

【倉本総合政策部長】

それではまず、お手元の資料１でございますが、先週第１回の有識者会議における主な

意見でございます。個別の概要については、説明を割愛させていただきますが、これらに

つきまして本日、また第２回、さらに第３回でこれからご議論いただく際のご意見も含め

まして、課題として、整理をいたしまして、今後の対応方向を取りまとめた上で第４回で

改めてご議論をさせていただく予定でございます。

続きまして、資料２をご覧いただきたいと思います。今、座長の方からございましたけ

れども、前回会議の最後に３点ほど、もう少し整理をということで宿題をいただきました。

まず、学校休業が長期化したことによって、影響をどのようにとらえてどう対応したのか

ということでございます。資料２の１番目に書いてございますが、道の休業要請は２月27
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日から３月４日ということで始めたわけですけれども、これにつきましては、保護者の負

担が増すのではないか、あるいは家庭においての慣習の対策を徹底できるのか、あるいは

学習の遅れが生じないようにどうするかというふうなことを、念頭に置きながら、経済団

体の方々への休暇取得支援を要請をしたり、あるいは各家庭での体温測定、健康観察など

の通知を行う。あるいは家庭学習教材の提供などを行ったところであります。

引き続き、国による休業要請によって春休み開始日まで休業がついたということになっ

てきました。これに際しましては、国からの通知がございますのでこれを参考に、例えば、

高等学校入学選抜の実施の仕方、あるいは児童生徒の偏見、いじめへの対応、心のケア学

習の遅れ、学校行事の円滑な実施をどうするか、保護者の負担といったところの影響想定

をし、各種の通知や学習支援コンテンツポータルサイトの周知。あるいは学校訪問や来校

相談を実施をして保護者との間での相談対応を行う。あるいは分散登校も一部行いまして、

個人向けの通知なども行っております。

また３月末からは休業等で一時的に資金が必要な世帯への緊急構築資金の貸し付けの特

例措置を開始をしたところであります。二つ目。第１波における経済活動の影響をどのよ

うに把握し、対応したのかということでございますが、これに関しましては２月から３月

にかけまして、累次に渡りまして事業者等の緊急ヒアリング、それから業種別の緊急ヒア

リング、団体ヒアリング、あるいは企業経営者に定期的に意識調査をさせていただいてお

りますが、これを前倒しで実施し中間的な集計などを行った中で、影響を把握したところ

でございます。これを踏まえて、事業者、雇用者の支援、国への要請などを実施をしてき

たところでございます。経済対策につきましては、次の第３回で本格的にでもお願いした

いと思っております。

次に３番目に、検査体制の整備に関しまして検査開始当時、第１波の中でどのような課

題があったのか、もう少し整理をしてほしいということでございまして、第１波当時、１

月末から３月末ですが、十分な知見やノウハウが不足していたということ、あるいは検査

機器や試薬が全国的にも不足をしていたということ。また実施機関、陽性検査の実施機関

が公共機関に限定されていたという制約もあったということでございます。検査体制につ

きましては、本日の第２波への対応の中でも引き続きご協議いただければと思っておりま

す。駆け足で続きまして資料３をご覧いただきたいと思います。事前に送付させていただ

いておりますので、項目の確認を中心行わせていただきたいと思っております。まず、３

ページと４ページを開いていただきまして、これ第２波、当時の北海道取り巻く状況がご

ざいまして、上段が全国の新規感染者数、下段が北海道の中での状況でございまして、４

月７日に首都圏、大阪圏、上段にございますけど、首都圏大阪圏７都府県のを対象とした

国による緊急事態宣言が発出をされましたが、その当時は、下の方にございますが、北海

道の中では、新規感染者数はさほど増えていなかった状況ですけど、その直後から、急激

な増加が見られたという経緯にございます。次の５ページでございますが、国による緊急

事態宣言。５ページは、国の動きと道の動きを併記しております。６ページが宣言の位置

付けと、その主な内容になります。次に、北海道と札幌市で緊急共同宣言。これを４月12

日に発出しておりますけれども、これの経緯、それから下段ところには、札幌市において

感染者数が当時増加をし、過去最高を更新していること、リンクなしの患者が増加してい

ること、患者の増加が続くと病床が逼迫する恐れがあることから、道と札幌市による緊急
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共同宣言発出したということで発出の考え方を整理させていただいております。８ページ

は、その共同宣言の具体的な内容でございます。次に、４－１になりますが、北海道にお

ける緊急事態措置をどのようなものを取ったかということでございますが、９ページはそ

の概要であります。

期間のところで①から④とこでありますけれども、当初は、①の５月６日までのことで、

国からの緊急事態が宣言されまして、その後、２回にわたって延長が②と③ですが、され

まして期間が伸びております。５月25日には解除されたわけですが、その後の移行期間に

おける取り組みということで31日まで続いております。10ページは、主な緊急事態措置の

内容でございます。５月15日以降、施設の使用停止いわゆる休業要請が一部段階的に解除

されたところであります。次に、緊急事態措置の中での外出に関すること。11ページでご

ざいます。一番右側のところに赤く色がついておりますが、特措法に基づく緊急事態措置

ということで、宣言期間中の外出自粛を要請をいたしております。これは道独自の２月に

発出した緊急事態宣言よりも、さらに強い表現になっているところであります。次に、緊

急事態措置の中の休業要請について、12ページがその経緯でございます。13ページは休業

要請を行った判断の考え方でございますけれども、まず、４月17日からいきなり休業要請

したわけではなくてですね、特措法に基づく外出自粛の要請を行いましたが、週末、18日

19日が土日であったわけですが、その状況として首都圏に比べて、道内、人の動きが減っ

ていないという状況であったと。また感染拡大を出来る限り早く防止するため、より踏み

込んだ措置を講ずる必要があるということから、４月20日から休業要請を実施することを

決定をしたところであります。14ページが対象施設の考え方がございまして、特措法の施

行令において定められている多数の者が利用する施設を対象として実施をしたことにあわ

せまして、先行する都県の事例を参考に小規模施設、施行令の対象外でありますけれども、

感染状況等に鑑みて協力要請をいたしたところであります。開けていただきまして15ペー

ジは、休業要請の対象施設の累計であります。次に、休業要請の延長と段階的解除につい

てですが、16ページが、その経緯であります。また、17ページには地域の状況に応じて段

階的に解除することとした際の考え方でありますが、５月14日に、国から北海道は引き続

き、緊急事態措置を講ずべき地域とされたわけでありますが、新規感染者やリンクなしの

感染者の９割が石狩振興局管内を占めていた。その他の地域との状況が大きく異なってい

たということ。それから、特措法によらない協力の要請は知事の判断で緩和が可能だとい

うことから、石狩振興局管内を除く地域については、休業要請の一部解除を行うこととし

たものであります。18ページは、その解除の内容でございまして、小規模施設や酒類提供

をする、飲食店の19時以降の酒類の提供を控えていただくようなものについては、石狩管

内以外については解除をしたものであります。19ページは、休業等の要請にご協力いただ

き、かつ、感染リスクを低減する自主的な取り組みを行う事業者に対する支援ということ

で、第１弾、５月15日までの支援金、さらには５月16日以降は、第２弾として経営持続化

臨時特別支援金を措置をいたしております。次に、緊急事態措置の終了についてでありま

すけれども、20ページが、その経緯であります。21ページは、その終了の考え方でありま

すけれども、５月25日に、国の基本的対処方針が変更されまして、北海道においても緊急

事態宣言が解除となったわけでありますが、同時に国からは北海道に対して、感染状況に

ついて一定期間、調査分析が必要だということが通知をされました。そのため、道では緊
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急事態措置を解除することといたしましたけれども、二桁の新規感染者が発生しているこ

と、リンクなしの感染者が一定数確認されているということから、外出自粛の要請や札幌

市の往来自粛、遊興施設等の休業要請等については、月末５月31日まで継続して協力をお

願いすることを決定をしたものであります。22ページは、その内容であります。次に、学

校の臨時休業であります。23ページは経緯でありまして、春休み後に一旦開校しておりま

したが、その後、再度また臨時休校、休業に入ったところであります。24ページが学校の

臨時休業に伴う、児童生徒や保護者への対応の内容でございます。

次に、市町村との連携については25ページが情報提供の内容について、26ページは、こ

の間３回に渡って知事、札幌市長、市長会会長、町村会会長の４者連名でメッセージを、

４月30日、５月８日、５月15日に発出しておりますが、その内容メッセージ内容でござい

ます。27ページ、28ページは道民への情報発信について、次に、検査体制が29ページ以降

でございます。29ページが検査体制等の概要ですけれども、29ページ下段にありますよう

に相談受診の目安が５月から見直しをされたものであります。30ページは体制整備の取り

組み状況についてであります。31ページは実施体制でございまして、４月末の時点で１日

あたり400件の能力を５月末には1000件まで拡充をし、現在は1800件の1日当たりの検査能

力を確保しております。32ページ下段にございますが、検査手法についても多様化を進め

てきております。次に医療提供体制でありますが33ページ、２月末の94床から５月中旬ま

でに500床、７月末現在では700床の病床を確保しております。また34ページですが、無症

状病原体保有者及び軽症者の宿泊療養施設については、４月20日にまず120室を確保し、５

月末現在の時点では、930室を確保したところであります。35ページは、道内における集団

感染でございますが、５月末までの間に19件発生をしておりますが、そのうち８件が医療

機関、５件が福祉施設等となっております。36ページは、予防検知初動対応から事後対応

まで保健所において集団感染に対してどのように対応してきたか、取り組んできたかにつ

いてでございます。また37ページについては、こうした集団感染は単独の保健所だけでは

マンパワーなどの点で対応が困難でありますから、道、保健所設置市、医療機関事業者と

連携をして広域支援チームを編成し派遣、徹底した防止対策を実施して参りましたが、そ

の概要についてが37ページです。また、次に38ページでございますけれども、新型コロナ

ウイルス感染症対策の推進を図るために、サーベイランス、医療提供体制、まん延防止等

に関し、専門家の方からの意見を聴取する場として、３月25日に専門会議を設置をいたし

ております。その経緯と内容についてでございます。39ページ以降は６月１日からの対策

の基本方針でございます。現在も、これに基づいて取り組んでいるところであります。40

ページは６月以降、段階的に措置を緩和してきた流れでございます。41ページですが、蔓

延防止に向けまして感染の状況に応じて３つのステージに分けて対応していくことといた

しております。42ページはそのステージごと、ステージ１からステージ３までのステージ

毎の対応の内容であります。43ページは、第１ステージから警戒ステージを第２ステージ

にレベルアップする、移行するかどうかの判断をする資料として、ここにありますように

７つの指標、これらを総合的に判断をすることといたしております。44ページは行動変容

と早期発見に向けた取り組みであります。最後の45ページは、それら取り組みの鍵となり

ます、新北海道スタイルについてその概要を、お示しをいたしております。雑駁でござい

ますが説明は以上でございます。
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【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

どうもありがとうございます。引き続きまして、第１波においては、感染が集中した札

幌市のご対応について確認しておくことが重要であるということですので、当時の対応に

つきまして、札幌市からのご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【札幌市保健福祉局 矢野医務監】

札幌市保健福祉局医務官矢野でございます。お手元の資料の一番最後のところ、資料4を、

ご覧ください。札幌市では、7月の9日までに14件の集団感染事例が発生しており、多くは、

第2波といわれる4月以降に発生しております。特に、4月下旬に発生した、高齢者施設、茨

戸アカシアハイツでございますが、こちらでの集団感染におきましては、施設に対する札

幌市の支援のあり方や、介護が必要な方への医療提供等につきまして、本当に多くの皆様

方からご意見をいただいたところでございます。この事例では、入居者や施設職員の皆さ

んから、多くの陽性患者が発生いたしましたため、厚生労働省や北海道、札幌医大、北海

道大学、札幌市医師会、高齢者施設の関係団体など、多くの機関からご支援をいただきま

した。関係の皆様方には、この場を借りして御礼申し上げたいと思います。ありがとうご

ざいました。札幌市では、これらのいただいたご意見や、対応策を踏まえまして、集団感

染の発生リスクが高い施設では、より早い段階から、施設の運営法人や関係機関と連携し、

専門家による感染管理の指導、医療介護提供体制の維持、医療物資の供給などの支援を行

うこととしております。6月に入りまして、喫茶店やスナックにおける、いわゆる昼間のカ

ラオケ営業での集団感染が発生いたしましたが、北海道や業界団体と連携しまして、各店

舗への感染予防対策の周知や、町内会や老人クラブなど、高齢者団体を通じた注意喚起な

どを行って参りました。また、1月に入ってからは、すすきの地区の接待を伴う飲食店での

集団感染も確認されまして、北海道との合同対策チームを結成し、現在も対応に当たって

いるところでございます。引き続き、関係機関の御協力のもと、集団感染対策の強化を図

って参りたいと考えております。以上でございます。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

前回自分自身の意見を述べる時間がなかったので、最初に述べさせていただきます。３

点ほど意見を申し上げたいと思います。

第１点につきましては、急遽作っていただいた会議記録の件についてでございます。率

直に申し上げて、何人かのマスコミ関係者から、このような内容で検証できるのかといっ

たご意見をいただいたところでございます。第１波の状況の整理については、時間的な経

過もあったということで、ご苦労されて整理していただいたことは承知の上でございます。

基本的には私としては、有識者会議はファクトファインディングを基にこれまでの政策評

価を行う場であると考えておりますので、会議録の精査は我々の仕事であるとは全く考え

ていないことは前提として申し上げます。ただ、経過等の理解のために、きちんと情報公

開していただくというのは、説明責任の観点で開示していただくのは正確ではないかとい

うことで、特に第１波において、独自の休校要請や緊急事態宣言については、非常に重い

政策判断をされたことでございますから、どういった経過で発出されたのかについて、も

う少し、どなたが読んでも読み取れるような内容の補強をしていただかないと、道民に真
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摯にこれまでに政策過程を開示していないということになってしまうのではないかという

懸念もある。基本的には事務局の責任で、可能な範囲で直していただくことで構わないと

思っておりますが、例えば「開始時間」は入っているけど「終了時間」は入っていない、

知事以外の参加者はすべて「担当者」で区切られている、主要な発言についてもどなたが

発言したのか、議論としてきちんと対等な議論になっていたのかどうかということ等、そ

ういったことが伝わらない整理になっている部分があるのではないか。技術的にどうこう

言うつもりはないが、可能な範囲で見直していただければと思っております。

市町村との情報共有についてです。これにつきましても、前回、辻市長から、情報共有

について厳しめのご意見をいただいたかと思いますが、私のところにもご指摘、問題点に

ついてのお話をいただいたところです。経過を確認してみますと、個人情報保護という理

由で、感染者の居住地について、振興局までは開示することになっているようですが、年

代区分については、本人が同意しなければ公表しないと伺っております。しかしながら、

感染症対策の最前線である市町村でも相当部分になっているということで、そもそもどこ

の市町村で感染者が発生したかということについては、公共性が高い情報であり、個人情

報の名の下で開示されないということについて、極めてどうなのかと感じている。扱い全

部見たわけではないが、他の都道府県においても、市町村の区分で開示しているところも

あるので、少なくとも個人情報が根拠でそのような取扱いを続けることについては、現実

的な意見等を踏まえると根拠としてはなかなか乏しいのではないかと思う。これまでの取

扱いの是非をこの場で申し上げるつもりはありませんが、今後は、基本・基軸情報につい

ては、個人情報に最大限配慮いただきながら、きちんと情報開示することを整理をお願い

したいと思っております。

もう一つは、今日の追加資料で、休校の長期化等の問題対応について、ご説明いただき

ましたけれども、率直に言うと前例のない政策をとったことに対して、それ自身の推進に

ついて膨大な時間をとられたことを十分承知しているが、逆にそのような政策こそ、こま

めなモニタリングが必要であるので、当初の対応については、少しｗｅａｋ（弱い）な部

分があったのではないかと思いますので、政策効果や不具合についても、きちんとモニタ

リングしていくことについて、議論していただくことをお願いしたいと思います。これは

４回目に繋がる論点として申し上げたいと思います。

最初にお時間をお借りして、私の方からご意見を申し上げました。

続きまして、三戸委員からご意見の方いただければと思います。

【北海道医師会 三戸常任理事】

医療体制と検査体制について、第１波の時に比べて、第２波に入って急激に患者数が増

加した状況がありました。体制の院内での整備や、院内感染が起こった時にお休みする従

業員をどのようにして補充するかということに関して、医療関係者はかなりとまどいなが

ら行っていたかと思いますが、なんとか頑張ってやっていただいたおかげで医療崩壊が起

こらないで済んだというのが現状ではないかと思います。

また、介護施設等において、認知症の患者がコロナに感染した時に、一般の医療機関で

はなかなか体制の取り方に慣れていないので、どのような体制でそれを治療に結びつけた

ら良いかということで、かなりとまどいがあったようですが、徐々に慣れてきたというこ
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とがあって、なんとか対応できたようですけれども、最初に来た医療機関のところではや

はり戸惑いがあってなかなか対応の取り方が難しかったというお話を聞いております。

検査体制に関しましては、最初、検査のキットが国で認められていなかったために、決

められた抗原でしか検査できなかったということで、どうしても検査の数が多くできなか

ったと。最終的には37度5分以上、4日間とかそういうのもあったのですけれども、濃厚接

触者を中心に検査する体制がとられていたために、医療機関でコロナの感染が疑われた患

者に対して、なかなか検査ができなかったということがありました。最初は、コロナの感

染ではないと思われるような、例えば、交通事故で入院した方がたまたまコロナであった

場合、あるいは、普通の検診等で来た人が、医療関係者や院内で感染を広げてしまうこと

が伝えられていますので、入院や検査の時には、病院で（コロナの）検査をしたかったの

ですが、当初は保険等の関係で認められなかった。今はかなり改善されましたが、第２波

が始まった頃には、そのような状況で、医療機関としてもかなり気をつけながら見てたと

いうことで、かなり疲弊したところがあったんじゃないかなと思います。

最近、北大で唾液検査がＰＣＲ検査として認められたということで、唾液の中にウイル

スがいるというのが、インフルエンザと違う特徴であり、口の中に色々な症状が出てくる

というのが特徴的ではないかと思います。医療関係者にとっても患者にとっても検査がし

やすくなっていると思いますが、検査の数や、それを検査センターに運ぶ手段など、色々

な体制の整備がまだまだできてないと思いますので、その辺のところは今後いろいろ気を

つけてやっていかなければならないのではないかと思っております。以上です。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

どうもありがとうございます。

続きまして、髙橋委員お願いします。

【札幌医科大学 髙橋教授】

札幌医科大学の髙橋です。どうぞよろしくお願いします。

早期の発見、検査体制ということに関してです。第１波を経まして、検査体制、つまり

十分な件数の検査を実施する体制は整備されてきたというふうに考えています。しかし、

検査を受けるための入り口、つまり保健所の対応が適切ではないために、検査実施までに

至らない事例も見られました。その後には徐々に改善されてきたと感じております。早期

の発見の観点から、陽性者として公表される情報が第一線の医療機関においては、不十分

です。特に集団コロナウイルス感染症の疑いがある擬似症を積極的に診療している医療機

関、また、救急当番の医療機関には、適時、集団感染発生場所などの情報が伝わることで、

より安全で適切な対応は可能となりますので、情報伝達の体制を作っていただきたいと思

います。

次に感染拡大防止についてです。行政と医療を連携させる機能が十分ではありませんで

した。個人防護具の充足、施設に応じた感染対策の話し合いなど、必要な感染対策につい

ては、医療機関で感染整備に携わっている専門家が対応する方が円滑に対策を進めること

ができます。第２波の時の病院内での感染に関しては、そのような役割分担が必要であっ

たと思いますし、最近の事例では、医療者の対応により、感染拡大が防止できている事例
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があると考えます。

また、新型コロナウイルス陽性者の転院や、治療を受けた転院先から転院元への転院な

ど、医療者同士を繋げる役割も、やはり医療者が担うべきでした。北海道では、道の医療

参事、行政医師がその役割を果たしていましたし、本学の高度救命救急センターの医師が、

札幌市保健所でそのような役割を果たしてきました。先ほどご説明がございましたが、今

後の体制作りが重要な課題の一つと考えます。

最後に、医療提供体制の整備です。 道は、予想される感染拡大に対して、必要な病床数

を確保して提示しております。この取り組みはもちろん評価されるものであります。ただ

し、確保された病床数は、入院可能数と同じにはならないという認識も必要です。たとえ、

軽症の方であっても、感染以外に、より濃厚な医療支援を必要とする場合もあり得ます。

これについては、先ほど三戸先生がご指摘になられたような状況も十分にあり得るという

ことであります。つまり、もともと持っていた病気への処置や治療が必要な場合、歩行が

難しいような方の場合、それからご自分で食事が取れないような形の場合などです。つま

り、１０のベッドを用意しても、１０人の予定入院数と同じではない状況があるという認

識を、ぜひ行政の方々にも共有していただきたいと考えております。以上です。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

どうもありがとうございました。

最後の病床の話について、どれぐらいの幅を見込んでおくことが必要であるか、教えて

いただければと思います。

【札幌医科大学 髙橋教授】

予想をするのは非常に難しいものです。つまり感染者の方の年齢等にも左右されますの

で、高齢の方であれば基礎疾患があったり、何かしらの病気をお持ちであるということか

ら考えますと、症状が軽度の若い方であれば、１０のベッドで１０人の予定入院数になる

が、しかし、高齢者の場合には、やはりそれがずれてくる。目安というのはなかなか難し

いのですけれども、その感染の状況によるとお答えできるかと思います。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ある程度年齢別であるとか、重度別で一定程度は幅が出せるといったイメージの話とい

う理解でおおよそよろしいでしょうか。

【札幌医科大学 高橋教授】

その通りでございます。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ありがとうございます。

続きまして、加藤委員お願いいたします。

【北海道老人福祉施設協議会 加藤副会長】
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高齢施設の関係から意見と、今回の資料を見ながら感じたことについて申し上げます。

７月３１日付で厚生労働省の方から、高齢者施設における施設内感染対策のための自主点

検の実施要領がまいりまして、私どもの施設を含め、道内施設で全ておそらく実施点検を

やっているところでございます。今月中に結果を各市町村、都道府県の方に報告するとい

うことになっているんですけれども、その中で一つだけ、私共がぜひお願いしたいという

ことがございます。それは４月の第２波の頃からそうだったんですけれども、マスクです

とか、消毒液、これらの物資の確保、これについて今回の点検要領の中には、こういうよ

うな書き方がされてございます。「濃厚接触者への対応等も踏まえた必要量の想定を行い、

感染者が発生時に、物資が不足した場合には、必要量を速やかに都道府県等に要望できる

ように備えておくことも有用である。」と、このような意見が書いてございました。我々

もそれぞれの施設で備蓄はしているわけでございますけれども、感染の状況によっては、

数日分の状況だと思っていても、すぐなくなってしまう場合がございます。今までの実例

を見ていきますと、マスクや防護服の使用量をこんなに使うのかということを、我々痛感

しているところでございますが、それを各施設で必要数を全部確保せよというのは無理も

あるのと、それから、逆に言うと、都道府県等におきまして、災害時の備蓄と同じような

関係である程度備蓄していただければ、非常に助かると思っています。

それともう一つ、集団感染の関係でございますけれども、我々の施設におきましては、

例えば、介護士が感染した場合に、この方が夜勤を経験していれば、１人で２０人を診て

いるわけでございまして、一挙に２０人の濃厚接触者が一晩で出てしまう。こういうこと

を考えていきますと、集団感染が発生して、現地対策本部ですとか、そういう関係を作る

のではなくて、我々の施設等、やはり重症化しやすいようなところの施設におきましては、

１人出ただけでも、かなり大きな影響が出てくると。特に我々の施設におきましては、介

護士が発生しますと、当然介護崩壊というものが起きてまいります。というのは、濃厚接

触者については、ほぼ２週間の勤務制限をかけていきますので、１人の感染者が出てくる

と、濃厚接触者が何人も出てくる。そうすると、ただでさえ施設において介護が不足して

いる状況においては、介護崩壊が出てくるということでございますので、現地対策本部の

あり方について、どういう状況で作るのかということを画一的な決め方をするのではなく

て、それぞれの発生した施設に応じて、柔軟な対応を取れるように考えていただければと

思っております。現在、北海道と我々の団体でも、職員派遣のあり方について検討してい

るところでございますので、そういうことも含めまして、今後の検討をさせていただきた

いと思っております。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ありがとうございました。

続きまして、辻委員ご発言お願いします。

【北見市 辻市長】

私の方からは、これまで市がとってきました対応、今後に向けた取り組みという点から

お話をさせていただきます。前回の会議でも申し上げましたように、北見では２月に開催

された展示会の関係者による感染が発生し、道内初のクラスターとなったわけであります
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が、その際は保健所や医療機関の皆様方の懸命なご尽力により、長期化することなく、感

染拡大の封じ込めができたところであります。こうした中、国の緊急事態宣言が出され、

道内でも感染の第２波により、市民にはイベントの自粛を呼びかけていた４月下旬、同じ

会場で、展示即売会の催しが予定されているとの情報があり、市としては再びクラスター

感染が発生することことは許されないということで、自ら会場に行き、開催自粛のお願い

をした事態もありました。こうした中、市民からは不安の声も寄せられており、感染症に

対し、かなり敏感になっている市民に向けての情報発信、情報提供等を図る上で、市では

記者会見等を開き、道から公表される内容の範囲内で、市内での感染者の確認情報をお知

らせするとともに、手洗いや咳エチケットなどの感染予防策の徹底をお願いし、ホームペ

ージや広報など様々な媒体を活用した周知啓発、さらには、公共施設への消毒液の配置、

施設利用者には健康状況確認と、名簿作成の協力をお願いするなど、取り組みを行ってき

たところです。 また、市の保健部門に相談専用ダイヤルを開設しまして、市民からの健

康相談にも対応してきたところであります。こうした情報発信や啓発活動が市の役割であ

りますが、もう一つ検査体制の整理ということも市民の安心につながるものであります。

ここ最近の首都圏を始めとします大都市圏での感染状況は非常に深刻で、道内でも感染者

数が増えている傾向がみられ、さらに秋以降は季節性インフルエンザの流行も予測されま

すことから、次の波への備えとして、北見においても北見医師会が運営主体となり、北見

赤十字病院や北見保健所とも連携した中で、ＰＣＲ検査の検体採取を行う施設を設置する

ことといたしております。現在、８月中の開設に向け準備を進めてますが、本検査センタ

ーが今後の感染拡大防止に一翼を担うことを期待するところであります。

加えて、このような状況下においては、市民が安心して医療機関を受診できる体制づく

りも必要であります。新型コロナの感染拡大に伴い、感染への不安等から外来による医療

機関の受診が困難になっている状況があると認識しておりますが、その対応としては、オ

ンライン受診が重要な役割を果たすものと考えられ、国においても特例的な対応として適

応できる範囲を拡げる措置がとられております。しかしながら、オンライン診療は通常の

診療に比べ、診療報酬が低く設定されているため、オンライン診療が増えることにより、

医療機関の経営が圧迫される可能性も心配されます。こうしたことから、道におかれまし

ては地域の医療を守るという観点からも、オンライン診療にかかる診療報酬の引き上げを

国に求めていただくことをお願いしたいと考えております。

今後に向けても、市民への感染拡大防止の啓発をはじめとする取り組みに向け、道から

の情報をいただきながら、役割を果たすべく鋭意取り組んでまりたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ありがとうございました。

続きまして、田端委員お願いします。

【ラベンダー法律事務所 田端弁護士】

田端でございます。法律家としての守備範囲で申しますと、今回で提示されている論点

から多少離れる感もございますが、ご容赦願って、２点申し上げます。前回の会議で感染
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事例の公表に関し感染者へのバッシングが懸念されるとのご説明をいただいております。

感染者への偏見や差別というのは現実としては存在するようですが、そのような一人一人

の意識自体を変えていく働きかけを北海道に置かれても今後一層期待したいと考えており

ます。新型コロナウイルス感染症と人権問題については、６月に入ってからになりますが、

知事のメッセージが出されております。北海道のウェブサイトには、新型コロナウイルス

感染症に関連した人権への配慮についてというページが出ていまして、法務局の人権１１

０番の相談窓口が紹介されております。法務局からは公式な数字は出ていないようですが、

インターネット上の記事などを見ますと、感染者の差別に関する人権相談は６月までで千

数百件程度あったようです。実際に感染も、それに伴う差別の問題も収束が見えない状況

ですけれども、今起きている事案への対応も必要ですが、日頃からの地道な働きかけも同

様と思います。

北海道では、前回ご紹介のあったように第１波で独自の休校をする際に、３月５日を感

染症予防の日として感染症の正しい知識やいじめや偏見について学ぶことが予定されてい

たと聞いております。その後も休校が続いたため結果的には実施できなかったわけですが、

意味ある企画であったと思います。前回も私触れました北海道新型インフルエンザ等対策

行動計画にも、人権の問題に関しては、新型インフルエンザ等には誰もが感染する可能性

があること、感染したことについて、患者やその関係者には責任はないことを伝え、発生

前から認識の共有を図ることも重要という記載もございます。ただ、発生前からのこうし

た呼びかけというのは、残念ながら十分ではなく、人権問題が生じている現状があるとい

うふうに考えます。また、人権という切り口で北海道の対応を見ますと、平成１５年に北

海道人権施策推進基本方針が公表されて、本年度中の見直しが図られているところのよう

です。この基本方針では、感染症の問題としてはＨＩＶとハンセン病が取り上げられてお

ります。しかし、現実では、ＨＩＶとハンセン病に関する差別の不幸な歴史からの学びが

十分ではなく、この度の新型コロナウイルスに関する差別や中傷の問題にもつながってい

ると言えると思います。感染症教育を考えるとき、感染対策、感染しないための行動の教

育ももちろん必要なのですが、感染症を恐れることが感染者や医療者への差別につながっ

てはならないということも欠かせない視点として常に合わせて呼びかけていくことも改め

て留意いただきたいと思います。

もう一点、皆様ご存じかどうか、裁判所がですね、法律に基づく緊急事態宣言に伴って、

ほとんどの裁判期日を取り消して、裁判が開かれない事態がありました。それはここで申

し上げることではありませんけれども、司法がほとんど機能しない時期があったというこ

とがですね、一弁護士としては、非常に容認しがたいと考えているところですけれども、

それに引き比べて言いますと、道の対応というのは、新型コロナウイルスの対応はもちろ

んのことですけれども、通常の道として果たす行政機能というのは、恐らく中断されるこ

となく果たされていたのではないかというふうに見ております。行政機関がコロナ禍の中

でもその機能を継続してきたことは頼もしいと私は考えておりまして、とは言え、もしか

すると十分機能しなかった部分があるのかどうなのか、コロナ対応ではない、普段の行政

ですね、北海道としての対応を検討するにあたっては、コロナ対応それ自体のみならず、

コロナ関連以外の日常的な行政に何か影響があったのかどうか、何か支障があったとすれ

ば、今後の同種事案に向けた改善策が図れるのかどうか検討いただけるとよいかなと考え
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ております。以上です。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ありがとうございました。

続きまして、坪田委員お願いいたします。

【日本労働組合総連合会北海道連合会 坪田総合政策局長】

私からは、今回の第二波への対応ということで、若干総論的にお話をした上で、前回の

まとめで座長のほうから論点として整理をという課題、とくに学校休校に関する課題につ

いて少しお話をしたいと思います。今回の第二波に関しては、全国で学校が一斉に休業が

行われたということ、それから、緊急事態宣言が全都道府県に拡大されたといった中で、

特に生活支援に関する政府の対応はどうだったのか、そこが問われた時期だったのではな

いかと思います。道庁のその間の取組みは、感染拡大防止に向けた道民の行動変容であっ

たり、あるいは、医療提供体制の確保、こういったことにご尽力をされたし、そしてその

際、札幌市を始めとする市町村との連携にも相当力を入れてこられたなというふうに見て

おります。この時期、私も含めて多くの道民が経験のないステイホームということで、外

出自粛に協力しながら、感染の不安、それから休業による生活不安に直面していた、そう

いった方々が数多くいたのではないかなと思います。やはりこの不安の背景には何があっ

たのかということなのですが、マスクあるいは消毒液不足、店頭には全くその姿がなかっ

たという時期が随分あったと思います。そして休業要請をされたのですけれども、それに

対する補償がどれだけあったのかということ、申請してもなかなか入金までに時間がかか

るとか、特に事業者にとっては非常に厳しい時期が続いたということがありました。

更に不安の一つの課題としては、ＰＣＲの検査体制、なかなか検査を受けることができ

ないという。自分がもし熱が出て検査が必要な症状になったとき、どうしたら良いのだろ

うと。そういう不安が常につきまとっていたのではないかなと思います。そして極めつけ

はやはり後手後手に回った政府の対応だったと思います。やっぱりここが不安と不信を更

に深めるというふうになったと思っています。その上で、今回この第２波は、北海道の第

１波に続きまして、途中学校再開もありましたけれども、この長期間の休校が続いたとい

うことです。前回も私が申し上げたのですが、やっぱりこの休校に入るにあたってどのよ

うにこの対応策が議論されたのかということ、それと同時に安倍総理が全国一斉の休校を

要請してしまいましたので、思いがけずに北海道も当初の１週間からもっと長期間の休校

を余儀なくされたという状況の中で、現場では何があったかということを色々とその後関

係する方々にお聞きする機会があったので、聞いてみました。

保護者への影響、現場の混乱ということで言いますと、一つはやはりマスクとか消毒液、

学校でもこの確保に非常に苦労されたということで、場合によってはこれを私費で購入し

たという方もいたということです。それから、今回、この資料２のほうにも対応について

いくつか書かれているのですが、休校中、児童への課題をどのように出すのかということ

で、苦労された先生もいたと聞いています。例えば、課題等、メールあるいはネットで配

信してダウンロードしてそれを印刷してもらうといっても、実際にプリンタを持つ家庭が

どれだけあったのか。それから、それも中々できませんので、実際に課題プリントを郵送
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しようというふうに考えたとしても、それを送る郵送費が無かったとか。そういうような

こともお話を聞いています。また、再開後、現在もそうなのでしょうけども、教室の清掃、

消毒これが大変大きな負担にもなっているということです。それと、休校中給食が取れま

せんので、この食事をとれないという子供もいたようでした。

こういう中で、一方、保護者の問題、これが随分出ていたかと思うのですけれども、前

回も連合北海道に来た労働相談の話を少ししましたが、やはり、休校が始まった３月は相

当な件数で相談が来ました。やはり相談の内容は、休んでも良いけど給料が出ませんよと

か、労基法の年次有給休暇で休んでいるのだけれども、補償はないのかということ。それ

と、年次有給休暇がもう残っていないのだということ、それから中にはですね、社会保険

労務士からも相談をいただきまして、この補償に関する制度がないのでどうしたらよいの

かというお話も聞いております。そのような状況で非常に保護者の皆さんも苦労されてい

たと思うのですが、この件について国は、小学校休業等対応助成金を制度化して、小学校

の子供達の休校によって休まざるを得ない人たちのために助成金制度を作ったのですが、

これは国の制度ですけれども、実際にこれがどれだけ使われたということ。やはり道の立

場からも必要に応じて企業に対する申請の支援であったり、制度化の支援であったり、そ

ういったことをもっともっとやるべきではなかったかなと思っています。ちなみに、この

件については、３月１０日だったかと思いますが、土屋副知事にも実情を訴えまして、こ

の制度周知についての要請をしたということではあります。ただ、一昨日の毎日新聞の報

道にもありましたとおり、実はこれ予算が１，７２０億円であったものが、実際に支給さ

れたのが８０億円だということで、やはりこれがなかなか生かされていなかったというこ

とがあります。これは、やはり今後のことも考えますと、安心して休業できるような制度、

国の制度かもしれませんが、道としてもそれを生かすような形で、関係者、企業、学校、

保護者そういったところにしっかりと伝えるということを今後の課題にするべきではない

かと思います。一旦これで終わります。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ありがとうございました。

続きまして、瀬尾委員お願いいたします。

【北海道経済連合会 瀬尾専務理事】

最初に、第２波の経済への影響について申し上げます。第１波の時から既に幅広い業種

に影響が及んでいたわけではありますが、この第２波の際の緊急事態措置、これで経済的

なダメージは更に大きくなったということでございます。当会が関係する経済団体への調

査でも売り上げの減少は８割近くの企業に及んでおりました。また、資金繰りの悪化も５

割近く、特に規模の小さい企業では事業継続が困難、雇用維持が困難とする企業も相当程

度に達しておりました。経済的にこのようなダメージを受けたのは、休業要請によってで

すが、これに対する休業補償については、措置を発出した４月１７日現在では明言されて

おりませんでしたし、４月２０日に補償ではなく支援金という形で打ち出されて、更に５

月１３日に第二弾の支援金が打ち出された経緯にあると理解しております。事業者の不安

の払拭、また、進んで協力を得るためには、休業支援金に対する対応をもう少し早くすべ
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きだったのではないかと思っています。この点に関して、仮に今後感染が急速に拡大して

休業要請をせざるを得ないといった場合に、この休業要請に適用される支援金、これは現

時点ではまだ用意されておりません。第１波、第２波の対応の反省を第３波以降に生かす

という、まさに本会議の趣旨からしても、今後のこの休業要請に対する支援の仕組み、こ

れを準備しておくことが肝要ではないかと思っています。

次いで２点目ですが、相談体制の充実について申し上げます。第２波に対応する国や道

の支援策、これ実質的なスタートは連休明けということで、また、当時は申請してもなか

なか支給されないとか、どこに相談に行けばいいのかとか、わからない点が非常に多いと

いう、そういう声が企業者や事業者の皆様から多く寄せられておりました。また、そもそ

も多数の種類の支援策が国で言うと各省庁、道で言うと各部局にまたがって存在している

ことから、一般の企業の方が全体像を掴むのも難しくて、手続きも煩雑であるという問題

があったというふうに思います。この点に関しては、国の支援策も含めて必要なところが

必要な支援を漏れなく受けられるようにするためにということで、道、特に各地域の振興

局の役割が非常に大きいのではないかと考えております。各振興局には既に相談窓口が設

定されておりますが、例えば道のホームページ上にもっとわかりやすくそれを明示するな

ど、相談窓口自体のＰＲ、これを強化することを始め、申請のサポートを含めた相談体制

の一層の充実をお願いいたします。

３点目でございます。地域の感染状況に応じた柔軟な対応について申し上げます。第２

波の時の感染状況、これは地域によって違いがございました。このような違いがある中で、

休業要請を含めた強いメッセージというのは、感染がない地域へのダメージも大きく、全

道一律の対応への疑問、これが企業や事業者からも寄せられておりました。例えば、第２

波の開始とされる３月２７日から措置を発出した４月１７日時点までの振興局別の新規感

染者の状況を改めて当会で拾い直してみますと、多くの振興局で０かまたはごく少数にと

どまっているという実態にございました。この数字を見ると、休業要請を行った４月の時

点でも地域の感染状況に応じてきめ細かく対応を変えていれば、北海道全体での経済的な

ダメージを少しでも軽くできたのではないかとも考えられます。この点に関して、今後、

感染の拡大防止と経済活動の両立を図っていく、このためにはリスクに応じた経済活動の

オンとオフ、これについて、道民の納得感がある判断基準を示して、これに基づいて地域

の実情に応じて対応できる体制の整備をぜひお願いしたいと思います。

最後に４点目、私どもも、新北海道スタイル推進協議会の一員としてその推進に注力し

ているところでありますが、最近行った当会の会員調査では、新北海道スタイルを実践し

ているという企業は９７％に達しており、実践が着実に浸透しているのではと推測してお

ります。一方で、受け止める側では、この新北海道スタイルの打ち出しに対して困惑もあ

ったというふうに捉えております。その背景の一つには、例えば店舗の座席数を半分にす

るなど、業種によっては新北海道スタイルの実践自体がお店の収入の減少と経済的なダメ

ージになるという企業が相当数いるということがございます。私どもの調査でも、約４分

の１の企業が売り上げへの影響が大きい内容も含めて実践しているという声がございます。

この点に関して、現在の新北海道スタイルと紐付いている道の現状の支援制度では、感染

防止対策への補助などに限られておりますが、経済的ダメージを受けながらも新北海道ス

タイルを実践している企業の実態や、さらにはビジネスチャンスの拡大につなげていくと
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いうこのスタイルの前向きな意義に照らすと、新北海道スタイルと紐付いた支援制度につ

いては、減収への補填、加えてデジタル化、ビジネスチャンス化なども含めて対象とする

よう再構築すべきではないかというふうに考えております。第１巡目の発言としては私と

しては以上です。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

どうもありがとうございます。

本日欠席されている水上委員から事前にご意見をいただいておりますので、事務局の方

からご紹介をいただければと思います。

【北海道総合政策部 倉本博史部長（北海道教育大学 水上教授意見の代読）】

お手元に１枚ペーパーがあるかと思います。まず、第２波への対応についてポイント

のみご紹介いたします。

道・札幌市の緊急共同宣言を受けて、再開していた学校も休業措置をとった。この時

の学校や保護者の対応は、第一波の経験が生かされていたと考えている。また、共稼ぎ

の家庭のための学校や留守家庭児童会での受け入れ体制もできており、第１波に比べて

動揺は少なかったのではないかということ。

また、学校では家庭学習への支援も始まり、道教委の保護者向けサイトの開設、小学

校教員の授業動画が市教委のホームページにアップされ、学習支援なども行った。ただ

し下の方にございますが、児童・生徒の下校後、校舎内の消毒に１時間から１時間半を

要するという話も聞いている。それらを支援する体制が求められる。

今後、休校がなければ、授業時数は確保できる見通しが立っているということであり

ますが、なかなか授業内で児童同士の交流をさせることが難しい状況という中で、今年

度からの学習指導要領の改訂で「主体的・対話的で深い学び」が求められるということ

ですが、これへの質的改善をどう図るかが、今後の課題となるのではないか。その他、

お願いも含めてですが、学校休業中に虐待が増えたということを聞くが、根拠のあるこ

となのか、通報件数などがどうなっているのか、そういった根拠を示していただけると

ありがたいという内容でありました。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

どうもありがとうございます。それでは大分多岐に渡って、ご意見をいただいていたか

と思いますが、医療、介護の関係、救急体制の問題ですとか、要員確保っていうのことで

のご指摘があったかなということと、やはり全体としてはＰＣＲ検査の位置付けといます

か、どこまでやっていくかということに関して、どちらかといえば、より積極的に検査を

位置付けるというようなことでのご意見があったかなというふうに思います。それと非常

にざっくりとくくっていくと、いろいろな対象に対しての相談支援体制というようなもの

に関して、これから、ますますそういったものが重要になるというようなことでのご質問

があったかなということで理解をしております。

それと、当然、第３波等の感染者拡大というのは、事態の中で地域ごとの柔軟な対応と

いうようなこと、前回も意見が出ておりましたが、その辺についても、いろいろな側面で

少し整理をしておく必要があるかなと思います。新北海道スタイルということについても
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瀬尾委員から結構、具体的なご提案がございましたけれども、この部分は次回、もう少し

詳しい議論があるということで、たぶん残る時間で議論できないかと思いますので、次回

に繰り越すことが出来る部分につきましては、そのような進め方をしたいと思います。検

査ＰＣＲの検査体制が充実してきたというようなことで、北見市長からもご紹介がありま

したけれども、なかなかどこまでやるかというようなことについては、随分いろんな幅の

議論がありますけれども、例えば、瀬尾委員、経済界あたりから、その辺りの、ある種ご

意見ということは、どんな感じで受けとめられておりますか。

【北海道経済連合会 瀬尾専務理事】

新北海道スタイルに加えて、安心安全な北海道に向けては実際に検査数を増やすとか、

それから道や国の接触確認アプリ、この登録者数を増やすとか、いずれにしても感染者を

早く発見して、早めに拡大の芽を摘んでいくという方策もあるのではないかと思っており

ますし、また、そうした早期発見と早期対応によって、道民の皆さんの安全と安心を高め

ていくことによって、経済活動にとっても、自粛と休業モデルによらない経済との両立モ

デルが成り立つのではないかという考え方も持っております。ただ、その場合に、我々も

専門家ではないものですから、そういうことに対する隘路、課題がどういうところにある

のかとか、そういうところは、この会議には専門家の先生もおそろいでありますので、ぜ

ひご教示いただきたいと思います。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ありがとうございます。市町村独自の検査拡充というようなこと、道内でも動きがある

ようですけれども、そういったことも踏まえて、医療サイドからも改めてご意見をいただ

きたいのですけれども、高橋委員、いかがでございましょうか。

【札幌医科大学 髙橋教授】

基本的な考えとしましては、検査は安心のためにするものではないということが一つあ

ります。まったくご指摘のとおりで、安全な環境をつくるために検査が必要な場合もある

かとは思います。例えばある施設で感染している方がいると。そういう方がどの方と接触

したかわかりませんという時には、その施設の安全のために広くＰＣＲ検査をするという

ことには意味があると思います。しかし、感染者と接触していない、何かリスクのある行

動をしていない、もちろん症状も無い、そういう方にＰＣＲ検査をやみくもにやることは

意味が無いだろうと思います。国会などの議論を聞いていますと、とにかくＰＣＲ検査の

数を増やせという議論が非常に多かったのですけれども、ＰＣＲ検査といいますと、医療

の中の臨床検査の一つでして、病気を見つけるための検査であるということになります。

元気で何も問題のないような方に、例えば腫瘍マーカーを検査しましょうとか、病気を見

つけるためにこうしましょうとかいうことは医療においてはされないわけです。我々が行

っているのは、リスクがあったりとか、何かしら接触している、例えば流行地域から戻っ

てきて何かしらの症状があるという場合で、その病気を見つけるためには、ぜひ行いまし

ょうというようなスタンスが必要かと思います。実際に検査するのは臨床検査技師で、か

つ、この遺伝子検査というものを、例えばＲＮＡの抽出ができるテクニックを持っている、
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ＰＣＲ検査の試薬を慎重にまぜることができる、大量の検体を処理できる、そのようにテ

クニカルに優れた者が特別にこういう検査をしているわけでして、誰でも検査するという

ような検査ではないということはぜひ強調させていただきたいと思います。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ありがとうございます。大企業なんかでも一部企業が相当踏み込んで検査をやるという

ような報道もありますので、むしろ、非常に検査が自分で受けたいと思う時に受けられな

いということが、ある種の医療格差に、多分繋がってるような意識も非常に強いというか、

今、おっしゃってることが非常に正論なんですけれども、どこまで具体的にリスクをむし

ろ、きちんと見せるかみたいなところが、ある意味、もう少し工夫をしなくちゃいけない

ところなのかなとお聞きいたしました。どうもありがとうございます。

それでは、三戸委員お願いします。

【北海道医師会 三戸常任理事】

今、高橋委員がおっしゃったとおりなのですが、ＰＣＲ検査に関してはそのようなかた

ちになると思うのですけれども、近いうちに迅速キットで、今インフルエンザ検査してい

る１０分か１５分くらいで検査できるというものが、多分近々出るのではないかと思われ

ますので、インフルエンザも何も症状が無ければ当然検査しないですし、インフルエンザ

かなと思って病院や診療所を受診して判断すると。秋から冬に向けて流行り始めた時に、

インフルエンザとコロナがほとんど同じ症状なので、見分けがつかないわけですので、そ

このところを国もかなり心配していて、どういう体制でやったらいいのかということで、

ある程度幅広く迅速検査ができるような体制を各地域でやってほしいということを言って

いると思います。北海道におきましても秋口までには、インフルエンザが流行る頃までに

は迅速キットが使えるような体制にして、今は保健所で登録したところでしか検査できま

せんけれども、医療機関でも体制を整備して、医療機関で感染者が出れば補償するような

ものとか、負担に対しての対応もきちっとして、インフルエンザが疑わしい人に対して検

査するとか、それが早期発見につながると思います。体制に関しては、北海道でやってい

るホテルを借り切って、そこに先生方や看護師がいて、何か問題があれば緊急に入院して

治療できる体制ができていますので、これはすごく大事なことではないかと思います。今、

東京や大阪を見ていてもわかるように、最初の頃はお年寄りが重症化していたのですけど

も、今、２０代、３０代、４０代の若い人の感染が増えていて軽症ですんでいると。当初

流行っていたコロナウイルスと性格が違ってきているのではないか。それを考えると地域

の中で早期発見して早期に隔離して、重症者を出さないことが有効な手立てかと思います

ので、検査と医療体制をきちっとしたかたちにしておけば道民の方々も安心できるのでは

ないかと思います。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ありがとうございます。これからのことに繋がる話として議論させていただいてますの

で、今、いろいろな視点でご意見いただいたようなことをある種、これからの方向性とし

て整理させていただくというようなことになるかと思うので、検査に関しては早期発見、
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早期隔離というようなお話と、たぶん地域的な差異が大きく生じたりしないようにという

ことですとか、少し技術進歩といいますか、そういうことも見込んだ時間軸を入れて、道

民の単に安心というと語弊があるということではありますが、安全のための安全安心とい

うような中で、きちんと位置付けて、ある種の明確に、どういう方に受けていただくかと

いうなことについても少し、具体的により整理したようなものをどこまで示せるかという

ことについて、少し事務局も含めて議論していただくということが、とりあえず今日の、

お話から示唆されることかなと思っております。

【札幌医科大学 髙橋教授】

安心は非常に大事だと思います。私も、もし不安だったら安心したいと思いますけども、

ＰＣＲ検査の特徴としては、その時にウイルスがいるかどうかしかわかりません。例えば

前日に感染した場合には、翌日や翌々日にはウイルスのＲＮＡは検出されませんので、そ

の時の検査で陰性であった時に、私は陰性なんだということで感染源になってしまう可能

性もありますので、安心のためにＰＣＲ検査をするとなると、国民全員毎日しなければな

らないということになってしまいますので、そういう特徴もありますので必要な方にとい

うことが大事かと思います。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

その部分は、全く否定するつもりはございませんので、安全確保ということと安心にも

繋がるという意味で安心という言葉をあえて使っただけでございますので趣旨を踏まえた、

当然擦りが必要かと思います。ありがとうございます。次に、これも医療に関わる話とし

て医療提供体制ということで、コロナ以外の医療提供というようなことも話題が出て、辻

市長からオンライン受診というご意見も出ましたけれども、そこら辺の体制整備というこ

とと感染の過程での、ある種、要員不足等にどう対応するかというような話も出たかと思

うのですけれども、その辺について、事前的に枠組みが作るということは難しいので、ど

のように対応すれば良いかというようなことになると思うのですけれども、髙橋委員から

は、むしろ医療が中心的にそういうことの議論になった方が進むんじゃないかというご意

見もいただいたかと思うのですけれど、その辺少し、ちょっと踏み込んでさらに整理をし

たいのですけれどもご意見ございました、髙橋委員から。

【札幌医科大学 髙橋教授】

第２波の時に、後半はどんどん行政と医療の連携がうまくいくようになりました。おそ

らくその要因としては、もちろん札幌市保健所の方々も必死にやってくださった、それか

ら北海道からも人員の支援があって、例えば医療参事ですとか行政医師の方々が東奔西走

して一生懸命されてきたのだろうと。それから札幌医大のＤＭＡＴが市保健所の中に入っ

て各病院との直接の連絡を請け負ったわけです。札幌市保健所の方が市内の病院で感染が

あって入られた時に、お仕事としては濃厚接触者はどの程度なのかとか、どこから始まっ

たのか等の行政的な対応がメインになります。そこで感染対策について多少なりとも知っ

ている医師や看護師が入って。その病院は混乱しているんですね、もしそういう状況にな

った場合には。そこで病院長ですとか看護師長とかときちんとお話をしたり、実際に病棟
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を回って、ここはこうした方が良いですといった話を並行してやっていくことで、私も実

際に行ったことがありますけども、非常に効率よくできたということがございます。人が

いなければできませんので、私としては北海道が積極的に人的な支援をすると同時に、医

療参事ですとか、今回のように医師、看護師をどんどん本部の中に入れていただいて。最

初が肝心なのですね。最初で遅れたりすると、どんどん感染が広がってしまいますし、検

査も最初の１日、２日で全部やってしまえばいいのですが、それが持ち越しになることで

感染が広がっていくというような事例もございますので、そういう非常時に行政と医療が

一緒になって行っていく。病院に入った行政のリーダーの方は調査を指示する、医療者側

としては感染対策、それから混乱している病院の中で安心していただくための対応をする

体制を、ぜひ秋冬までにつくっていただきたいと思っています。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ありがとうございます。むしろ集団感染のようなものが一つの大きなターゲットってい

うことで行政と医療のある種、事前的に対応できるチームをきちんと確保して、機動的に

動けるような体制を作っていくような、そんなイメージで受け止めたのですけども、その

ような感じでよろしかったですか。

【札幌医科大学 髙橋教授】

はい。さらに小部隊というか、結局、感染も一人から始まりますので、その一人の時に

もう一人いないのかというところを、早めに芽を摘むために、大きい部隊と小さい部隊み

たいなものがあったらいいかと思います。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ありがとうございます。三戸委員いかがでございますか。

【北海道医師会 三戸常任理事】

道庁や札幌市が主体的になって、各保健所との体制をとっていただいた。そういうかた

ちで仕事がある程度スムーズにいきやすい。確かに保健所が、当初すごく忙しく、今も忙

しいと思いますけど、各々の保健所の中で対応を工夫していただきながら、一人一人の感

染者をきちっと把握していただくのがあると思います。実際、起こってしまっているので

すけど、その中で医療機関がそこに関わりまして、医療機関と行政の間で話し合いを持っ

たりとか、色々な委員会みたいなものをつくっていただきながら、各病院自体も主体的に

なって動いていただくし、道庁とか札幌市も主体になって会合を開いていただくことで、

色々なところで情報が出てきたものがあるので、それに一つずつ対応し、そういう体制が

できた。先ほどお話ししたホテルなどをうまく活用するとか、医療体制に関しても軽い人

に関しては、とりあえず状況を見るというようなかたちで、本当に重症化してしまった人

に関しては、エクモを使わなければならないような方まで色々な患者さんがいらっしゃい

ますので、先ほど高橋委員がベッドが１０あっても１０入らないというのは、例えばエク

モの患者さんが一人いると、大体４～５人の患者さんをみてるのと同じくらいの能力が必

要になりますから、医療体制もかなり厳しいかたちで対応しなければならないと思います。
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各々の患者さんがどのようなかたちで、そして地域地域でどこで患者さんが発生してるか

ということを主体的に見つけることによって、その地域ごとの医療体制、検査体制をきち

っと把握する。どうしても各地域で流行ってしまったときは、北海道は広域ですので、そ

の地域に医療体制が少ないとこもあるわけですし、保健所の体制も少ないところもあるの

ですけども、それをうまく行政の方々が工夫して、少ないところに重点的に人を派遣する

とかそういう体制をとっていたと聞いていますので、色々な方々の工夫や創意で医療崩壊

を起こさないかたちのものができたと思います。ただ、これから先、さらに増えてしまう

可能性もあるので、今までの経験を活かした対策を、この委員会の中でうまくつくりあげ

ていって医療崩壊を起こさないシステムにしたいと思います。適切なところで適切な対応

をとるということがすごく大切だと思いますので、ぜひその参考になるようなものをここ

でつくっていただきたいと思います。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ありがとうございます。いろんな場面で、それぞれの機関の連携というのは非常に重要

なんだという一方で、やはり、ある意味では道がリーダーシップをとっていただいて、全

体、ある種、きちんと行き渡るようなネットワークとして、何がしかのものをきちんと作

っていくというようなイメージの話だったかと思いますので、なかなか難しい部分があり

ますけれども、ちょっとそういったことについても少し、さらに議論を深めなくちゃいけ

ないかと思います。ちょっと、お二人からは意見が出ておりませんでしたけれども、コロ

ナの影響で本来的に一般、他の病気で受診されるべき人の中で、ちゃんと受診出来ていな

いという方も、いろいろな病院の状況を伺うと確実に増えてるというような問題もあって、

どれ位、そういう方がおられるかというようなことについても、必ずしも十分、技術評価、

把握出来ていないところもあるかと思いますけれども、かなりのウエイトでそういったこ

とが、生じてるんじゃないかというのは、事情は伺っていますので、逆にやっぱりコロナ

禍の中でも、一般の病床なり、外来がきちんとワークするということについても、少し目

配せをした交通整備、遠隔医療、オンライン受診というようなことも出ておりましたけれ

ども、いろいろな新しい仕組みもつくって、そういうことも守っていくというようなこと

について少し、方法論と議論できる範囲で議論していただければというように思います。

どうもありがとうございました。もっと深いところもあるかと思いますけれども、時間

の関係もございますので、次の話に移らせていただきます。こちらが、安心と言っていい

のかもしれませんけども、相談体制支援体制をより充実させるというようなことに関して、

何人かの委員から、それぞれの分野で、ご意見が出たと思うんですけれども、ここに関し

ては、辻委員から、市がやっておられることを少しご紹介いただきましたけれども、やっ

ぱり市民の安心というものに則して、どういう体制、構築というなことを考えればいいか

ということで少しご意見賜ればと思います。

【北見市 辻市長】

地域の医療体制につきましては、小さな地域にとっては医師会、それから北見の場合は

三次医療をやっている日赤、そして道の保健所との関係は非常に大事かなと思っておりま
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す。どこかだけでこのことを進めるというのは中々難しいと思っていますし、その中で改

めてＰＣＲセンターの設置について、それぞれの関係機関、私どもの方で集まって、一つ

のテーブルの中で、その方向性に向かうというご理解をいただきご協力いただくかたちで、

８月中に設置の方向に至ったことは良かったかなと思っております。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

市役所の中に、市民の方のコロナ専門ということじゃないにしても、そういうことも含

めた相談窓口等がございますのでしょうか。

【北見市 辻市長】

はい。コロナ専門ということではなくて一般的な健康相談というかたちの中で、当時は、

というか今もそうでしょうけれども、その部分含めた健康相談についてはできる範囲で対

応させていただいているというかたちであります。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

やっぱり基礎自治体といいますか、市町村がそういう窓口を持ってるっていうことにつ

いては、市民の安心には繋がってるというあたりはいかがでございましょうか。

【北見市 辻市長】

多分、病院には病気でかからなきゃならないんですが、一般的なことを手軽に聞ける場

所というのは、そういう面で市役所の役割というのはあるのかなと思っています。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ありがとうございます。坪田委員、この辺はむしろ、実際にお困りになっている方々の

声を聞き、拾っておられると思うのでご意見を賜ればありがたい。

【日本労働組合総連合会北海道連合会 坪田総合政策局長】

今、行政の相談窓口のことで市長からもお話がありました。今回のこのコロナに関わる

様々な支援制度を紹介するとか、あるいは生活に困っている方々からの窓口が道だけでは

なくて、いろいろな自治体でも開設されていると聞いています。非常に良いことだなと思

うのですけれども、実はそういう窓口に相談した人からの相談がありまして、何かという

と、結局、例えばその個人に対する給付、助成、こういった制度を使いたいけれども多く

の場合これは国制度であることが多い。ということになれば申請窓口はここじゃないよと

いうことで、結局、道の相談窓口に行ったのだけれども、申請の段階までは中々いかない

ということで、何とかそこら辺、うまくいかないのかなと思うのです。例えば、雇用調整

助成金などのように、簡単になったとはいえ結構煩わしい申請手続きなのですよ。そうす

ると道の相談窓口に来た方々には、できるだけすぐに申請に結びつくように、社労士であ

ったり、行政書士であったり、申請支援をしていただけるように助成をするといった支援

策があると相談が最終的には申請ということに結びつくのかなと思います。これからの課

題だと思いますけれども、窓口だけ教えて終わりではなくて、最終的に助成まで結びつく
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ようなそういった流れを作ると良いのかなと思います。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

どうもありがとうございます。瀬尾委員、いかがでございましょうか。

【北海道経済連合会 瀬尾専務理事】

申請のサポートにつきましては、道の経済部さんの制度で専門家に色々な相談に乗って

いただけるという、そういう制度があったと思います。それに対しては非常に地域の企業

・事業者の方含めて評判が良かったと聞いております。そういうサポートも含めた一層の

充実をお願いしたいという事でございます。先ほども申したとおり、やはり一般の方々に

とっては言葉も難しいとかですね、そういうのがございますので、なるべく早急にそうい

う支援を現場に行き渡らせることができるという意味でも振興局を窓口とする体制の強化

というか、支援の充実をお願いしたいと思います。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

周知の面で、もう少しやっぱり必要だというところはありますか。

【北海道経済連合会 瀬尾専務理事】

そうですね。振興局のどこに行けば良いかとか、窓口はしっかり用意をされているんだ

けれども、例えばホームページ上でもっとわかりやすく表示するとか、いろんな支援制度

もそうなんですけれども、どうしても深く潜っていることがあり、そこにたどり着く前に

諦めてしまうとかそういう声もありましたので、せっかく良いことをしているわけですの

で、効果的なＰＲも是非検討していただきたいと思います。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ありがとうございます。田端委員はこのあたりのことでご意見ございましたらお願いし

ます。

【ラベンダー法律事務所 田端弁護士】

相談体制に関して、人権侵害に関してのことで申すと、道というのは直接、人権問題等

は、恐らく道民生活課で担当なさっていると思いますが、相談窓口を独自ではお持ちでは

なくて、法務局の方にご紹介しているという体制です。他県ではそういった問題も県とし

て直接取り扱っているということもあるようでしたので、そこは啓発と相談対応と併せて

できればよろしいかなということは感じておりました。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ありがとうございます。この相談、支援ということの前に啓発ということもございまし

たので、そこが１つの組としてやっぱり、それぞれどう充実するかということについても、

今後の対応ということでは、一つの重要な視点かなということで、皆さんのご意見をいた

だいて、今後少し整理して対応を考えていければというように思っております。時間も大
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分迫って参りましたが、もう1点。地域ごとの柔軟な対応ということで、これは医療的な部

分がベースの話になると思うので、何度も恐縮ですけれども、髙橋委員、ここの考え方を

少し整理してお話いただければありがたいと思います。

【札幌医科大学 髙橋教授】

北海道から提示された資料の中にも、地域によって患者さんの数が違うということはご

ざいますので、それだけを見ますと、柔軟な対応が必要なのであろうとは思いますが、第

１波の時もそうですけれども、結局人は移動します。札幌で飲み会が開かれて、地元に戻

って感染がわかったり、広がったりとということがございます。柔軟な対応をしていただ

きたいとは思いますが、感染ということを考えますと、人が多く集まるところでやはり起

きますし、そのようなことを避けるためには、症状がある人は出歩かないようにしていた

だけたら良いかと思いますが、北海道内どこでも起こり得るので、柔軟な対応というのは、

医学的な立場から言うと非常に難しいかなと思います。感染がゼロというのはないわけで

して、どこも同じような対応は必要であろうと思います。私は経済の専門家ではありませ

んが、経済を潰さないためにどこの地域も同じような警戒感は必要であろうと考えます。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ありがとうございます。両立を本来しないものをどう調和させるかという議論でござい

ますので、むしろ髙橋委員の率直な立場が前提になって、ある種、段階に応じて、もしく

はリスクに応じてで、どう行動を規制するか緩めるかという、たぶん、具体的にいうとも

う少しそういうふうにブレイクしないと、あまり明確にならない論点かと思いますが、や

いずれにしても、そういうことを少しきちんと考えていかないと、生活経済面のダメージ

というのが、ある意味では感染症そのもののダメージよりも、今後大きくなるというリス

クも、あろうかなというような状態の中で、どうするかというのは議論として少し考えな

くてはならないかなというように思っております。この部分は、三戸委員お願いいたしま

す。

【北海道医師会 三戸常任理事】

北海道スタイルという部分で、皆さんある程度は気をつけていると思いますし、今流行

っているというのは、ご存じのように１０日から２週間前に感染したものが出ているとい

うことですので、流行っているか否かによって安心したり、心配したりする必要はないと

思う。流行っていないところに関しては、普通に接客をしても問題ないのではないかと思

う。そういう意味では、医療機関でもコロナが流行って重症の患者さんがいるところでは、

ベッドはある程度用意しながら治療体制を組んでいますけども、減ってきた段階で、普通

の検査体制に戻るなど、ある程度落ち着いた段階で、状況にあわせて通常の医療体制に戻

している状況にあるのではないかと思う。ただ、これからまた流行る可能性があるので、

その体制をどうするかということについて、その状況に応じていくことが必要であると思

います。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】
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この話、瀬尾委員、少しご意見をいただければと思います。

【北海道経済連合会 瀬尾専務理事】

前回の時にも申し上げたが、今の認識としてはウィズコロナにどう立ち向かって、それ

を乗り越えていくのかというところが前提としてあると思う。そう考えると、今後はウィ

ズコロナの中で、感染拡大防止と経済との両立、これをどうバランスをとっていくかとい

うことかと思っております。経済活動のバランスをとって、あるときにはオン、あるとき

にはオフという形で調整していくためにも、一定の判断の基準となる客観的な指標が必要

ではないかと思っております。先ほど来、色々な先生からも言われております、検査体制、

医療体制、陽性者の早期隔離のための施設の状況など、そういうものも含めて時系列で指

標を押さえておき、各地域の実情に応じて、どこまで、どの段階まで、どのようなことを

許容するのかという判断を、専門家の先生も入れながら協議をして決めていく、そういう

ことをしていかなければ、なかなかウィズコロナに立ち向かい、乗り越えていくことがで

きづらいのではないかと思っております。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ありがとうございます。新北海道スタイルは次回というように申し上げましたけども、

ある種、感染症対策としてのいろいろな数字も、ある意味では上手にリンクした。新北海

道スタイル自体をもう少しブラッシュアップするようなイメージも必要かというようなご

意見かと思いますので、それはまた次回、議論をして進めさせていただければと思います。

基礎自治体ということで、あらゆる部分を預かっておられる市長の立場で、辻委員、最

後に地域ごとの柔軟性な対応というようなことで、少しご意見いただければと思います。

【北見市 辻市長】

柔軟というのは、色々な見方・考え方があるので、ご質問に沿えるかわかりませんが、

私たちにとっては、地域で起こっている情報をまずしっかり捉える、その体制、市役所に

おいては全体会合などの中で起こっていることを共有し、そのことに向けてどうするのか、

市単独でできるのか、例えば医療関係は医師会、日赤、保健所とか、関係機関からご意見

をいただきながら、前への進め方の構成を組み立てていくと言う意味では、しっかりした

体力の中で、皆様方のご意見をいただきながら検討する体制を持つ、そのしっかりした形

が柔軟性につながっていくと解釈しておりますので、そういう意味では、ご意見をお聞か

せいただける機会があれば助かると思っています。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ありがとうございます。あと数分ということになりましたが、あと１人、２人ご意見を

承れるのでいかがでございましょうか。加藤委員お願いいたします。

【北海道老人福祉施設協議会 加藤副会長】

自然災害の時に、「防災」と「減災」という言葉が流行ったが、これが今の考え方では

ないかと思っています。今回のコロナの問題も、コロナの感染者をゼロにすることが現実
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的に可能なのかということと、そうではなくて、仮に感染者が出た場合に感染の症状を重

症化させない、さらには感染者を増やさないという、「減災」というような対応を目標と

して掲げていかないと、専門家ではないのでわからないが、今までの疫学的な考え方は、

感染者をゼロにするということを前提にスタートしていたような気がしています。我々の

施設において考えると、いかに広げないか、いかに重症化させないかということを前提に

していかないと、防ぎようがないものをなんとか防ごうという、それに対する膨大なエネ

ルギーが必要になってくるので、現状においてはそのような考え方もある程度必要ではな

いかと考えます。

【北海道大学公共政策大学院 石井客員教授（座長）】

ありがとうございます。瀬尾委員もおっしゃいましたけども、私自身も、やっぱりむし

ろウィズコロナということでの対応方向というようなものを、できるだけ具体的に明らか

にできれば、検証委員会の一定の役割、もちろん、政策のポイントが十分じゃなかった等

々の個別の課題はあったらそれはそれでということですけれども、むしろ、未来に繋がる

という意味では、そのあたりの議論が一番中心ではないかというように、思っております

ので、あと数は限られておりますけれども、そこに関して具体的に、さらに議論できれば

というように思います。どうもありがとうございます。一応時間が参りましたんで、特に

最後の議論については総括いたしませんけれども、いくつか主要な論点、絞らせていただ

いて議論をいただきましたんで、事務局で取りまとめていただきまして、ある程度論点と

して整理していきたいというふうに思っております。漏れてた議題、テーマがありました

ら、次回また取り上げさせていただこうと思っております。一応、第１波、第２波の対応

について、前回と今回で議論させていただきましたので、次回については経済対策につい

てということもございますけれども、知事からのお話を伺うというようなことについて前

回も申し上げましたが、次回、そういった機会を作っていただこうと思っておりますので、

ぜひ、事務局の方で調整をお願いできればと思っております。それでは、大変貴重なご意

見、多々ちょうだいいたしましてありがとうございました。進行は事務局の方に、ここで

お返ししたいと思います。

【中野副知事】

本日も長時間にわたりまして、熱心にご意見賜りまして誠にありがとうございました。

本日の会議は以上で終了させていただきますけれども、次回の会議の日程ででございます

が、今のところ８月24日月曜日を予定しております。また詳細につきましては、改めて各

委員の皆様方と調整をさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。それで

は本日は、誠にありがとうございました。

（了）


